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令和元年度 基本方針と事業計画 

 

 

 教育基本法では、日本国民が願う理想として、民主的で文化的な国家の発展、世界の

平和と人類の福祉の向上に貢献することを掲げ、その理想の実現のために、個人の尊厳

を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人

間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する

ことを規定しています。 

 三鷹市教育委員会は、教育基本法の実現に向けた責務を自覚し、コミュニティ・スク

ールを基盤とした小・中一貫教育を柱とした学校教育の充実により「目指す子ども像」

の実現を目指すとともに、生涯学習社会の実現に向けて、家庭教育・学校教育・社会教

育との緊密な連携のもとに、市民一人ひとりが、生涯を通して主体的に学習の機会を選

択して学び、豊かな心を育み、また学んだことを地域に返し、活動に活かしていくとい

う「学びと活動の循環」の構築を目指します。 

 また、学校施設を地域に開かれた生涯学習の拠点、地域防災の拠点施設として位置付

け、地域と連携した積極的な活用を図るとともに、学校・家庭・地域社会の協働と教育

への市民参画を推進します。 

施策の推進にあたっては、「第４次三鷹市基本計画（第１次改定）」及び「三鷹市の教

育に関する大綱」に掲げる「いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちづくり」、

「創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちづくり」を行政の基本目標とし、「三

鷹子ども憲章」（平成 20 年度制定）の趣旨の徹底を図りながら、「三鷹市教育ビジョン

2022（第１次改定）」、「三鷹市教育支援プラン 2022（第１次改定）」、「みたか子ども読

書プラン 2022（第１次改定）」及び「三鷹市生涯学習プラン 2022（第１次改定）」に基

づき、市長部局との連携を図りながら、次のとおり施策を推進するとともに、事務の管

理及び執行の状況についての点検及び評価の充実を図ることにより、効果的な教育行政

を推進します。 
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基本方針 

三鷹市教育委員会は、「三鷹市教育ビジョン 2022（第１次改定）」に基づき、「人間

力」と「社会力」を兼ね備えた子どもの育成を目指し学校教育を推進します。 

「人間力」、「社会力」とは、単なる知識量や記憶力にとどまらず、課題を見つけ解

決策を考える力や責任をもって最後までやり遂げる力、人との円滑なコミュニケーシ

ョンがとれること、他人を思いやり優しい愛情を注げる勇気や豊かな感性などのいわ

ゆる「ヒューマンスキル」といえるものです。三鷹市教育委員会は、こうした考え方

に立ち、「人間力」と「社会力」を次のように定義します。 

 

 ・「人間力」：基礎的な素養を身に付け、自立した一人の人間として考え判断し、豊か
に力強く生きていくための総合的な力 

 ・「社会力」：社会とのかかわりをもち、社会の一員としての役割を果たしつつ、適切
な人間関係を結び、生きていく力 

 

三鷹市教育委員会では、この「人間力」と「社会力」を身に付けさせるために、主

体的・対話的で深い学びを通して、児童・生徒が自ら考え、判断し、表現する力を育

んでいきます。さらに、すべての児童・生徒に対し、家庭環境などに左右されず、学

力を保障する質の高い教育を充実します。 

上記の「人間力」と「社会力」の定義を踏まえ、その具体的な姿を示す「目指す子

ども像」を次のように掲げ、児童・生徒の育成を図ります。 

 

 

三鷹市教育委員会は、「人間力」と「社会力」を身に付けた「目指す子ども像」の

育成に向け、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育を柱に、地域との

協働による特色ある学園・学校づくりの推進、子どもの心身の成長や発達段階に応じ

た体系的な教育を組織的に行うとともに、安全で快適な充実した教育環境を整備しま

す。 

国の法改正を生かし、法制度上位置付けられた「小中一貫型小学校・中学校」や「学

園単位の学校運営協議会＝コミュニティ・スクール委員会」として、より一体感のあ

る学園運営や教育活動のさらなる充実・発展を図ります。 

また、教育機関間の連携教育の推進や福祉、保健、医療など専門機関との密接な連

携を進めるとともに、家庭や地域社会との連携により、乳幼児期から 15 歳の義務教

育の修了まで安心して子どもを育てられる環境の整備を推進します。 

生涯学習社会の実現に向けて、教育基本法に基づき、「国民一人一人が、自己の人

格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会

[目指す子ども像] 

○ 自分を愛し、他人を愛し、三鷹を愛する人 

○ 確かな学力と健康でたくましい心身を備え、自ら学び続ける人 

○ 規範意識を備え、社会の一員として自ら責任ある行動がとれる人 

○ 自分の考えをもち、他者と豊かなコミュニケーションがとれる人 

○ 国際的な視野とチャレンジする心をもち、積極的に社会や地域に貢献できる人 
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に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのでき

る社会の実現」という生涯学習の理念を実践するため、市長部局との密接な連携を図

りながら、市民一人ひとりが、生涯を通して主体的に学習の機会を選択して学び、豊

かな心を育み、また学んだことを地域に返し、活動に活かしていくという「学びと活

動の循環」の構築を目指します。 

第４次基本計画の第２次改定にあわせて、個別計画（教育ビジョン 2022（第１次

改定）、教育支援プラン 2022（第１次改定）、みたか子ども読書プラン 2022（第１次

改定）等）の改定を行います。 

三鷹市教育委員会は、このような考え方のもと、「三鷹市教育ビジョン 2022（第１

次改定）」、「三鷹市教育支援プラン 2022（第１次改定）」、「みたか子ども読書プラン

2022（第１次改定）」及び「三鷹市生涯学習プラン 2022（第１次改定）」に基づき、

次に掲げる７つの施策目標を柱に具体的な施策の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ コミュニティ・スクールの機能の充実 【最重点施策】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正を生かして、学園単位の学

校運営協議会としてのコミュニティ・スクール委員会に一本化したことに伴い、よ

り一体感のある学園運営や教育活動のさらなる充実・発展を図ります。 

学園及び学校の運営と必要な支援に関して一定の権限をもつ協議機関として７

つの学園に設置したコミュニティ・スクール委員会の機能の充実を図り、保護者や

地域の意向が学園・学校運営に、より一層反映されるようにします。また、コミュ

ニティ・スクールにおける熟議等を通した協議の活性化や円滑な運営のためのコン

プライアンス（法令遵守）の意識啓発により、一層市民に信頼されるコミュニティ・

スクールの実現を図ります。さらに、コミュニティ・スクール委員会による学校関

 

目標Ⅰ 地域とともに、協働する教育を進めます 

目標Ⅱ 小・中一貫した質の高い学校教育を推進します 

目標Ⅲ 学校の経営力と教員の力量を高め、特色ある学園・学校づくりを進めます 

目標Ⅳ 安全で快適な、充実した教育環境を整えます 

目標Ⅴ 地域をつなぐ拠点となる学校をつくります 

目標Ⅵ 市長部局との連携により、生涯学習の総合的な推進を図ります 

目標Ⅶ 地域の情報拠点としての図書館活動を推進します 
 

目標Ⅰ 地域とともに、協働する教育を進めます 
 

 コミュニティ・スクールを充実・発展させ、地域とともに子どもたちを育てる学校

をつくります 
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係者評価により、学園・学校での教育活動の成果を検証し、改善を絶えず行えるよ

う、学校と地域が協働したＰＤＣＡサイクルを確立し、マネジメント力を強化しま

す。 

地域ぐるみで学校を支援し、子どもたちを育む活動を推進します。そのために、

学園、学校、コミュニティ・スクール委員会の活動の意義、内容、成果等の情報発

信を充実し、地域の理解を深め、学校支援者の拡大を図ります。また、「コミュニ

ティ・スクール会長・副会長連絡会」や学園長会議等を開催し、学校支援体制の一

層の充実・発展等について、学園間の交流・連携と情報共有を推進します。 

三鷹の森学園、三鷹中央学園、鷹南学園が開園 10 周年を迎えることから、開園

10 周年記念事業を実施し、これまでのあゆみを振り返るとともに、学園の未来に

向けて発信する機会とします。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① コミュニティ・スクール委員会の学校運営への参画の活性化 

  保護者や地域の学校運営参画のための熟議の推進  

② 地域の学校支援活動への参加促進を通した教育活動への参画の活性化 

  コミュニティ・スクール推進員（地域学校協働活動推進員）の拡充による

学校支援ボランティアの調整機能の強化及び組織化による持続可能な学校支

援の推進 

③ ＰＤＣＡサイクルの確立による自律的な学園・学校経営のためのコミュニ

ティ・スクール委員会による学校関係者評価の充実 

④ コミュニティ・スクールだより、コミュニティ・スクールガイド等による

情報発信の充実 

⑤ 改訂した「コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育」のリー

フレット等を活用し、新しいコミュニティ・スクール委員を対象にした研

修の実施や保護者・地域等関係者への周知 

⑥ コミュニティ・スクール会長・副会長連絡会等での各コミュニティ・スク

ール委員会の取り組みの情報共有と学園間の交流・連携の推進 

⑦ 「三鷹『学び』のスタンダード」（家庭版）を踏まえて策定した学園のスタ

ンダードの家庭への啓発と実践に向けた取り組みの推進 

⑧ ３学園（三鷹の森学園、三鷹中央学園、鷹南学園）合同による開園 10周年

記念事業の実施と各学園ごとの交流型の公開日の設定及び記念誌の作成 

 

２ 地域人財の育成と協働の推進 

「学校支援者養成講座」など、三鷹ネットワーク大学と連携した研修機能の充実

を図るとともに、市民や保護者が参加しやすい企画や活動を通して、意図的・計画

的な学校支援者の人財発掘と育成を推進します。 

「学校支援者養成講座」では、コミュニティ・スクール委員対象講座を開催し、

三鷹市のコミュニティ・スクール委員会全体としての取り組みと各学園独自の具体
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的な活動内容についての実践報告により成果を共有します。また、学習指導など学

校における教育活動を支援するため、教育ボランティア対象講座を開催し、教育ボ

ランティアの人財発掘と養成に努めます。 

さらに地域子どもクラブや大学、企業、ＮＰＯ法人等と連携した放課後の学習支

援機能の充実や、部活動の指導における地域人財との一層の連携を図り、地域と学

校が協働した放課後や土曜日における活動を充実します。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 三鷹ネットワーク大学と連携した「学校支援者養成講座」（コミュニティ・

スクール委員対象講座、学校で開催する教育ボランティア対象講座）の効

果的・効率的な実施 

② 地域人財、大学生等による学校支援の充実 

③ みたか地域未来塾での学習支援員の参画など放課後学習における地域人財

の確保と連携の推進 

④ 中学校部活動における部活動指導員の拡充、外部指導者など地域人財との

連携の推進 

⑤ コミュニティ・スクールとしての地域子どもクラブとの連携の充実 

 

３ コミュニティ・スクールの充実に向けた支援体制の整備 【最重点施策】 

社会教育法の一部改正を生かして、コミュニティ・スクール推進員（地域学校協

働活動推進員)の配置を拡充し、学校と学校支援ボランティアとの調整機能を強化

し、教育活動に対して幅広い地域の支援を持続的に得ることを可能とするとともに、

コミュニティ・スクールとしての事務局的な機能の充実を図ります。また、各コミ

ュニティ・スクールの実情を踏まえ、幅広く運営的な側面や施設・備品の整備など、

多様な支援体制の充実を図り、さらなる地域との連携・協働を推進します。また、

大学や企業、ボランティア活動団体等との連携により、学校の支援体制の一層の強

化を目指します。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

 ① コミュニティ・スクール推進員（地域学校協働活動推進員）の配置拡充な

ど、学校支援体制の整備と強化に向けた取り組みの推進 

 ② 組織的かつ持続可能な学校を支援する人財の組織化への支援 

 ③ 大学、ＮＰＯ、企業等と連携した学校支援の推進 

 ④ コミュニティ・スクール委員を対象とした研修会等の開催 

⑤ 幅広い人財の活躍や効率的な人財確保のための学校支援ボランティア募集

システムの有効活用 

⑥ 情報の提供・共有の充実に向けたコミュニティ・スクール委員のための「活

動ハンドブック」の有効活用 

⑦ 学園企画提案予算の活用による学園としての特色ある取り組みの推進 
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１ 小・中一貫教育の充実と発展 【最重点施策】 

(1) 効果的かつ持続可能な学園運営システムの構築 

学校教育法等の一部改正を生かして、法制度上位置付けられた「小中一貫型小

学校・中学校」として、学園長の権限の明確化など組織体制を強化しながら、学

園長のリーダーシップのもとで一体感のある学園運営の充実を図るとともに、

「三鷹市立学校小・中一貫教育の推進に係る実施方策」を踏まえた学園運営を推

進します。 

学園内の小学校間及び小・中学校の兼務発令や、各学校間の交流を踏まえた積

極的な学園内の連携・指導交流を推進します。また、新学習指導要領移行措置及

びこれまでの相互乗り入れ授業の成果を踏まえ、中学校教員の専門性を生かした

乗り入れ授業の一層の充実や小学校教科担任制の充実を図ります。 

小・中一貫教育の指導では、新学習指導要領を踏まえ、平成 30 年度に完成し

た「三鷹市立小・中一貫教育校 小・中一貫カリキュラム」（以下「小・中一貫

カリキュラム」）の活用・実践により、学習のつまずきを解消し、見通しをもっ

た質の高い授業を展開するとともに、教員研修の充実を図り、実効的に指導改善

を進めます。なお、カリキュラムの指導効果を一層高めるために、全ての学園に

おいて各学園の実態を踏まえた「学園版カリキュラム」を作成するとともに、指

導事例の共有化を図ることにより、教員の指導力向上と「主体的・対話的で深い

学び」、学校・家庭・地域が連携した「社会に開かれた教育課程」の実現を図り

ます。 

さらに、令和元年度には小学校生活科を中心としたスタートカリキュラムを完

成させることにより、幼児教育と小・中学校の連続性・系統性を踏まえた学習を

更に図っていきます。また、習熟度別指導の充実など、弾力的な学習集団による

個に応じた指導の充実を推進します。 

(2) 市民に期待される公立学校としての小・中一貫教育の充実 

各学園の「学園研究」において、小・中一貫カリキュラムを活用した学習指導

方法の工夫改善を研究し、指導法や教材の研究・開発を進めます。また、学園内・

校内におけるＯＪＴ（注）を推進し、主任教諭を活用した日常的な研修体制の充実

や、若手教員と経験豊かな教員がともに学び合い、指導力の向上を目指す研修体

制の強化を図ります。 

さらに、義務教育修了時の 15 歳の姿に責任をもつ、市民に選ばれる公立学校

としての成果を把握し、更なる推進を図るため、学園研究における小・中一貫カ

リキュラムの評価・改善や、学力調査等の結果分析を活用した小・中一貫教育の

効果検証を行います。また、効果的な指導を推進するため、９年間の義務教育で

目標Ⅱ 小・中一貫した質の高い学校教育を推進します 
 

 三鷹型の小・中一貫教育を充実・発展させ、連続性と系統性のある学習を保障し、子ども

たちの義務教育９年間の学びと１５歳の姿に責任をもった教育を実現します 
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継続的・系統的に一貫した指導ができるよう、児童・生徒の状況や学習効果を教

員が常に把握できるシステムの研究・開発に取り組みます。 

（注） ＯＪＴ：Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇの略。職場での実務を通じて行う

教育訓練 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 「三鷹市立学校小・中一貫教育の推進に係る実施方策」を踏まえた学園運

営の推進 

② 新学習指導要領を踏まえた小・中一貫カリキュラムの活用・実践に向けた

全教員悉皆研修の実施及び小・中学校９年間の連続性・系統性を踏まえた

指導の改善 

③ 学園の実態を踏まえた「学園版カリキュラム」の作成及び指導事例の共有 

④ 小学校 1 年生において、就学前の学びや育ちを活かして主体的に自己を発

揮し、新しい学校生活を創り出していく「スタートカリキュラム」の完成・

周知 

⑤ 小・中一貫教育コーディネーター研修の充実 

⑥ 学園内の小学校間及び小・中学校の兼務発令を生かした小・中相互乗り入

れ授業の推進 

⑦ 中 1 ギャップ解消やチームで指導する体制構築のための小学校高学年での

年間を通した一部教科担任制の実施及び中学年での推進 

⑧ 習熟の程度に応じた学習集団での指導等の充実による個に応じた指導の充

実 

⑨ 授業研究を中核とした授業改善の取り組みの充実 

⑩ 学園・学校内における授業力及び組織貢献力等を向上させるためのＯＪＴ

の推進 

 

２ 知・徳・体の調和のとれた三鷹の子どもを育てる教育内容の充実 

三鷹市立小・中一貫教育校として、小・中一貫カリキュラムに基づき９年間の義

務教育における学びの連続性と系統性を明確にした学習指導の推進を図る中で、

知・徳・体の関連に配慮しながら、様々な教育活動を充実させ、「人間力」、「社会

力」の一層の育成に努めます。 

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、「生きて働く知識・技能」の習得を図るととも

に、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力」等の育成、「学びに向か

う力・人間性等」の涵養をめざし、新学習指導要領に示された「主体的・対話的で

深い学び」の視点を活用した指導の改善を図ります。また、令和２年度より小学校

で全面実施となる５・６年生の教科外国語(英語)及び３・４年生の外国語(英語)

活動について、移行期間中である令和元年度より先行実施することを踏まえ、教員

の指導力向上に向けて教員研修の充実を図るとともに、中学校英語教員の専門的な

支援等を計画的に行います。 

また、平成 30年度に整備したタブレット端末等を活用し、普通教室において「主
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体的・対話的で深い学び」を実現するために、小・中一貫カリキュラム（ＩＣＴ教

育）に基づきＩＣＴの効果的な活用を推進します。小・中一貫カリキュラムを土台

に、「三鷹『学び』のスタンダード」（学校版）の活用と効果的実践の共有を進めな

がら、「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るとともに、国や都の学力調査、

体力・運動能力調査等の結果を活用した学校の取り組みの充実を図ります。さらに、

オリンピック・パラリンピック教育（注）等を展開するなか、一人ひとりの学力や体

力の向上を図るための授業改善を進めていきます。 

みたか地域未来塾事業を全学園に拡充し、地域人財の参画による教育活動等の支

援など、学校・家庭・地域が協働で教育支援に取り組む仕組みづくりを推進しなが

ら、学習習慣の定着と基礎学力の向上を図ります。 

「特別の教科 道徳」においては、「考え、議論する道徳」の授業を通して道徳

的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てるとともに、教科書を使用した指導・評

価の充実・改善に努めます。さらに、道徳授業地区公開講座等の機会を生かし、積

極的に保護者や地域への発信・協議を行い、学校・家庭・地域が連携した道徳教育

の推進を図ります。 

（注）オリンピック・パラリンピック教育：オリンピックやパラリンピックについて学ぶ

ことなどを通して国際理解やスポーツに親しむ態度を育むために推進校を指定する。 

 
 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

新学習指導要領への適正な移行に向け、東京都委託事業等も活用しながら、

以下の教育活動を行う。 

① 確かな学力の育成 

・ 小・中一貫カリキュラムに基づく連続性と系統性を明確にした「主体的・

対話的で深い学び」の実現 

・ 「三鷹『学び』のスタンダード」（学校版）の活用による学習指導の改善

と、授業における児童・生徒の学習習慣の確立 

・ 「三鷹『学び』のスタンダード」（家庭版）の活用による家庭と連携した

学習習慣・生活習慣の更なる定着 

・ 「東京方式 ガイドライン」に則った習熟度別指導の推進、効果的な相

互乗り入れ授業、ユニバーサルデザインの考え方に基づく誰にでも分か

りやすい授業等、指導方法の工夫･改善 

・ 小・中一貫カリキュラム（外国語（英語））に基づく外国語（英語）の系

統的な指導の実施 

・ 小学校外国語(英語)研修の充実及び中学校教員の専門性を生かした小学

校教員の指導力向上 

・ 英語教育推進委員会における新学習指導要領に対応した指導・評価の共

有及び小・中学校でのＡＬＴ（外国語指導助手）と効果的に連携した外

国語（英語）教育の推進 

・ ＩＣＴ活用推進モデル校（第一小、井口小）による、小・中一貫カリキ

ュラム（ＩＣＴ教育）に基づくＩＣＴ活用を通した「主体的・対話的で
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深い学び」の研究と成果の共有 

・ プログラミング教育推進校（第一小）による論理的な思考を身に付ける

授業や体験的なプログラミング授業等の実践研究と成果の共有 

・ 各学校の国や東京都の学力調査結果による学習状況の把握と、指導方法

等の課題の解決に向けたより実効性と具体性の高い「授業改善推進プラ

ン」の作成 

・ 地域人財の参画による学校、家庭、地域協働による教育支援の拡充及び

学力の定着 

・ みたか地域未来塾事業の拡充と基礎学力の向上及び学習習慣の定着 

（連雀学園、三鷹の森学園を加え全学園で実施） 

② 豊かな心の育成 

・ 全小・中学校での「特別の教科 道徳」の実施と教科等、全教育活動に

おける道徳教育の充実 

・ 「特別の教科 道徳」における教科書を使用した「考え、議論する道徳」

の実施及び指導・評価の充実・改善 

・ 道徳授業地区公開講座の充実と学校・家庭・地域連携の道徳教育の推進 

・ 道徳教育推進委員会における効果的指導及び評価方法の共有 

・ 小・中一貫カリキュラム（ＩＣＴ教育）に基づく情報モラル教育の充実 

・ 地域・社会との関わりを通じた規範意識等の醸成 

③ 健やかな体の育成 

・ オリンピック・パラリピック教育の教科横断的な実施、オリンピアンや

パラリピアンを招聘した講演や実技指導等全小・中学校における「４つ

のテーマ」と「４つのアクション」を組み合わせた多様なオリンピック・

パラリンピック教育の推進 

・ オリンピック・パラリンピック教育推進委員会による先進事例や効果的

実践の共有と児童・生徒の体力向上 

・ 各校の体力調査上の課題に基づくオリンピック・パラリンピック教育、

一校一取組、一学級一実践運動の実施、日常的な体育指導の改善 

・ 市長部局との連携による、東京 2020オリンピック・パラリピック、ラグ

ビーワールドカップ 2019に向けた気運醸成 

・ 中学校体育教員の専門性を生かした小学校における効果的な指導の推進 

・ 体育的行事の安全な実施に向けた指導資料の活用 

・ 小・中兼務教員や部活動指導員、外部指導者を活用した部活動の適正な

実施 

・ 学校農園事業や学校給食と関連した食育の推進 

・ 各学校の食育リーダーを中心とした家庭・地域と連携した食育の実施 

 

３ 三鷹らしい特色ある教育活動の推進と多様な学習機会の提供 

児童・生徒の「人間力」、「社会力」を育成するため、多様な学習機会を提供しま

す。特にキャリア・アントレプレナーシップ教育の充実を図り、創造性と自主・自
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律の精神、チャレンジ精神に富んだ児童・生徒を育成します。また、「三鷹地域学

習」により、地域の伝統や文化に触れ、我が国と郷土三鷹に対する愛着や誇りをは

ぐくみます。 

さらに、児童・生徒の学びの充実を図るため、自然体験やボランティア活動の機

会の充実、言語活動を基盤とした学習や読書活動の推進、ＩＣＴ（情報通信技術）

を活用した学習指導の充実、小学校１年生からの外国人指導者を活用した外国語活

動の充実、国立天文台・大学・企業・ＮＰＯ等と連携した理数教育をはじめとする

様々な教育など、多様な学習機会の充実に努めます。 

 

【事業計画】                    

① 生き方・キャリア・アントレプレナーシップ教育、進路指導と体験交流活

動の充実 

・ 小・中一貫カリキュラム（キャリア教育）に基づく望ましい勤労観・職

業観を育む生き方・キャリア教育、進路指導の推進 

・ 三鷹市の事業所等における職場体験等の実施 

・ 新しい価値と社会を創造する意欲と能力を養い、主体的に将来を選択し

ていく態度を育むキャリア・アントレプレナーシップ教育の指導内容・

指導方法の充実及び地域人財の効果的な活躍の推進 

・ ボランティア活動等の奉仕活動及び異年齢・異世代間の交流活動の推進 

・ 「三鷹市川上郷自然の村」を利用した「自然教室」の実施による、人と

自然、社会、文化等との関連について学ぶ機会の設定 

② 児童・生徒の発達段階に応じた国際理解教育の充実 

・ ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用した小学校１年生からの外国語活動（英

語）の推進 

・ 地域人財の活躍による国際理解教育の推進 

・ 日本の伝統・文化への理解を踏まえた国際理解教育の充実 

・ 帰国児童・生徒及び外国人児童・生徒の教育の改善・充実 

③ 「郷土三鷹」に対する愛着や誇りをはぐくむ地域学習の展開 

・ 地域の教育資源を生かした学園版カリキュラム（三鷹地域学習）の作成 

・ 小・中学校における社会科副読本の活用 

・ ジブリ美術館、大沢の里古民家等地域文化施設の見学など、市内地域学

習の充実 

・ プロの演奏家による小・中学校での訪問演奏等、芸術的・文化的な学習

の充実 

④ 科学教育の推進 

・ 小学校５・６年生を対象とした科学への興味・関心を高める科学発明教

室の実施 

・ 児童・生徒の理科、算数・数学、科学技術等に対する興味・関心を喚起

し、学習意欲を高める指導の充実 
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４ 生活指導の充実  

９年間の義務教育において、児童・生徒の発達段階を考慮した各学園の生活指導

方針のもと、学園の全ての教員が児童・生徒の状況を常に把握し、継続的・系統的

な生活指導を組織的に行うことにより、社会における基本的なルールを身に付けさ

せ、児童・生徒一人ひとりの規範意識を醸成し、社会的自立を進めます。 

いじめに対しては深刻な人権侵害との認識に立ち、「三鷹市いじめ防止対策推進

条例」及び「三鷹市いじめ防止対策推進基本方針」を踏まえ、各学校が「学校いじ

め防止基本方針」のもと、「いじめ対策年間計画」の充実を図り、「学校いじめ対策

委員会」を活用して面談やアンケートなどを実施して児童・生徒の実態を細かく把

握するなど、計画的・組織的に未然防止・早期発見・早期対応に取り組み、解消率

の向上を図るとともに、「三鷹市いじめ問題対策協議会」においていじめ問題への

取り組みがより実効性をもったものとなるように点検・評価することで、いじめ防

止対策を推進します。また、不登校、問題行動等の課題についても、一人ひとりの

児童・生徒への理解を深めて、未然防止・早期発見・早期対応に努めるとともに、

就学前から義務教育修了までをカバーする教育相談体制の改善、充実を図ります。

特に、子ども家庭支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の福祉・保健・

医療等の各機関との連携を強化するために、全校に配置した市スクールカウンセラ

ー（スクールソーシャルワーカー）による小・中一貫した相談や支援を継続して行

い、スクールソーシャルワークの充実を図ります。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 学園、学校における組織対応力の改善と強化による生活指導の充実 

・ 学園内の共通方針の明確化 

・ 学園、学校の生活指導体制の整備と強化 

・ いじめ問題など問題行動の未然防止と早期発見・早期対応の徹底 

② 児童・生徒の実態把握に基づく適切な対応 

・ 学校生活に関するアンケート調査や児童・生徒との面談などの積極的な活

用 

・ 暴力行為などの問題行動、長期欠席や新学期の欠席等に関する児童・生徒

の状況調査や観察による実態把握と迅速かつ適切な対応の徹底 

・ 生活指導に関わる情報を蓄積・共有する「問題行動等状況記録シート」を

活用した適切な対応の推進と学年・校種間の引き継ぎの推進 

③ いじめ防止対策の推進 

・ 「三鷹市いじめ防止対策推進基本方針」（平成 29年３月改定）の周知と学

校・家庭・地域の連携による組織的対応の徹底 

・ 各学校の取り組み状況等の評価等を踏まえた「学校いじめ防止基本方針」

の見直し 

・ いじめ対策年間計画に基づく未然防止・早期発見、解消率向上の取り組み

の推進 

・ いじめの定義の周知及び軽微ないじめを見逃さない教職員の鋭敏な人権感
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覚の醸成に向けた研修の充実 

・ 学校いじめ対策委員会による教員間の情報共有と組織的な対応の徹底 

・ 学校及び関係機関と連携した早期対応の徹底 

・ いじめ問題対策協議会による、いじめ防止対策の点検・評価、重大事態へ

の対策強化 

・ 弁護士によるいじめ防止授業の実施及びいじめ防止に向けた熟議等、児

童・生徒の主体的な活動の推進 

・ いじめ防止対策への地域をあげた参画の促進 

・ 保護者向けリーフレット「ネット社会を生きる力を育むために」や「ＳＮ

Ｓ東京ルール」に基づく家庭と連携した情報モラル教育の推進 

・ 「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進 

④ 市、教育委員会、学校、家庭・地域、警察や児童相談所等、関係諸機関との

積極的な連携と協働による児童・生徒の健全育成の推進 

⑤ スクールソーシャルワーカー活用事業の充実 

・ 市配置のスクールカウンセラー（スクールソーシャルワーカー）による小・

中一貫した相談や支援の充実とスクールソーシャルワーカー活用事業に

よる家庭支援の充実 

・ 安定した家庭生活を送ることが難しい家庭や、不登校、子どもの貧困対策

を含めた家庭支援における福祉・保健・医療等関係機関との連携の充実 

 

５ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

「三鷹市教育支援プラン 2022（第１次改定）」に基づき、様々な子どもの状況に

応じたきめ細かな教育支援の充実を図り、障がいのある子もない子も学校・家庭・

地域の力を得て、次代を担う人として心豊かに育っていくことを支援します。通常

の学級の中で教育支援を必要とする子どもに対しても、一人ひとりのニーズに応え

られる教育支援を推進し、教員が授業や日々の指導の中で適切に対応できるよう教

員同士の連携強化や研修の充実を図ります。 

また、０歳からの教育支援を適切に行えるよう、子ども発達支援センターをはじ

め、福祉・保健・医療等関係機関との連携、相談、支援体制を強固にしていきます。 

市内全小学校に設置した「校内通級教室」において、通常の学級担任と巡回指導教

員等との連携により、児童の特性に応じた自立活動を中心とした指導と支援を推進す

るとともに、小学校の「校内通級教室」の指導体制を強化し、さらなる充実を図るた

め、新たに第五小学校を「拠点校」として整備します。また、中学校における「校内

通級教室」の設置に向けて、施設整備等の準備を進めるとともに、適応支援教室（仮

称）の設置に向けた検討と準備を進めます。あわせて、通級、就学等の相談件数の増

加に対応するため、総合教育相談室の相談体制の強化を図ります。 

スクールソーシャルワーカーについては、市配置のスクールカウンセラー（スク

ールソーシャルワーカー）による小・中一貫した相談や支援を継続して行うととも

に、子どもの貧困対策への対応も含め、児童・生徒や保護者へのより的確な支援を

行い、子ども家庭支援ネットワークの中で、子ども発達支援センターや、福祉・保
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健・医療機関と連携したスクールソーシャルワークの強化を図ります。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 一人ひとりの教育的ニーズに的確に応える教育支援の推進（子どもへの教育

支援） 

・ 「三鷹市立小・中学校校内通級教室実施方策」（平成 31 年３月改定）に基

づく小学校における「校内通級教室」の適正な実施 

・ 第五小学校の拠点校としての整備と巡回指導の実施 

・ 中学校における「校内通級教室」の設置に向けた準備 

・ 適応支援教室（仮称）の設置に向けた検討と準備 

・ 「障害者差別解消法」を踏まえたインクルーシブ教育の推進と児童・生徒

一人ひとりに応じた合理的配慮のさらなる推進 

・ 個別指導計画・個別の教育支援計画ガイドラインに基づく確かな実態把握

と計画の作成 

・ 通常の学級におけるユニバーサルデザインによる誰にでもわかりやすい授

業の推進と支援が必要な児童・生徒の実態に応じた指導の工夫及び教育支

援学級における指導内容の充実 

・ 教育支援コーディネーター、教育支援学級教員研修及び通常の学級におけ

る指導と支援等についての教員研修の充実 

・ 校長のリーダーシップによる教育支援コーディネーターを中心とする教育

支援校内委員会の充実 

② コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の特長を活かした教   

育支援の推進（学校での教育支援の体制） 

・ 義務教育９年間の教育支援における引継ぎと連携 

・ 教育支援学級（固定制・通級制・校内通級教室）における小・中一貫教育

の評価と検証及び内容の充実 

・ 全小学校に設置した校内通級教室における、巡回指導の適切な実施 

・ 教育支援が必要な幼児・児童・生徒についての地域における理解促進 

・ 都立特別支援学校に在籍する児童・生徒の副籍交流事業の充実 

③ 連携して取り組む教育支援の推進（連携した教育支援） 

・ 総合教育相談室の教育相談、就学相談等、教育支援事業の充実及び学校と

福祉･保健･医療等諸機関の連携推進 

・ 子ども発達支援センター及び関係機関との連携による早期からの子ども発

達支援と就学相談の充実 

・ 通常の学級で支援を必要とする児童・生徒に対する支援の充実 

・ 都・市配置のスクールカウンセラーの効果的な連携の推進 

・ 教育相談員及び就学相談員の拡充による相談体制の強化 

・ 市配置のスクールカウンセラー（スクールソーシャルワーカー）による小・

中一貫した相談や支援の充実 

・ 就学援助制度の周知と子ども・子育て家庭の生活状況の情報共有 
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６ 幼稚園・保育園と小学校の連携教育と支援の推進 

就学前から義務教育修了まで（０歳から 15 歳まで）の子どもの教育に責任をも

つ「三鷹市教育ビジョン 2022（第１次改定）」の理念のもとに、特に小学校入学前

後の移行期を円滑で実り多いものにするため、「幼稚園・保育園と小学校・学童保

育所等との連携地区連絡会」を活用して連携教育と支援の充実を図ります。 

子どもと保護者が就学時に抱える不安等を解消するために、保護者に向けたガイ

ドブックの配布や、全小学校区ごとに設置した「連携地区連絡会」の開催、さらに

小学校生活の体験、児童との異年齢交流等、連携事業を推進します。 

令和元年度には小学校生活科を中心としたスタートカリキュラムを完成させる

ことにより、幼児教育と小・中学校の連続性・系統性を踏まえた学習を更に図って

いきます。 

また、子ども政策部等と連携しながら、小学校・幼稚園の教員や保育士を対象と

した研修の実施や情報交換・交流を促進し、具体的な連携を推進します。 

 

【事業計画】 

① 全小学校区ごとに設置された「連携地区連絡会」における各地区の特色を

活かした事業の推進 

② 「三鷹市における幼稚園・保育園と小学校との連携推進委員会」における

連携事業の運営についての検討 

③ 就学前児童の学校体験・学校行事への参加、学校給食体験 

④ 幼稚園・保育園と小学校・学童保育所の教員、保育士、保育員による合同

研修の内容の充実や相互の授業、保育参観の実施 

⑤ 「保護者のためのガイドブック」の配布 

⑥ 小学校 1 年生において、就学前の学びや育ちを活かして主体的に自己を発

揮し、新しい学校生活を創り出していく「スタートカリキュラム」の完成・

周知、教員等への研修の実施と情報交換・交流の促進による連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学園長・校長の学校経営ビジョンに基づく特色ある学園・学校づくりの推進 【最

重点施策】 

小・中一貫教育の長所を生かし、多様な指導法、効果的な学習集団の編成などを

学校ごとに決定していく体制の整備に努めます。主幹教諭、指導教諭、小・中一貫

教育コーディネーター等を生かした学校運営組織の改善・充実に努めるとともに、

学校内の多様な人財を生かした、「チームとしての学園・学校（注）」の推進を図りま

す。 

目標Ⅲ 学校の経営力と教員の力量を高め、特色ある学園・学校づくりを進めます 
 

 学園・学校経営を円滑かつ効果的に推進できるよう、改善・充実を図り、教員のキ

ャリア支援等を通して、三鷹にふさわしい教員を養成・育成し、子どもたちの学びを

より一層豊かにしていきます 
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また、今日的な課題に対応するために、若手教員を含めた教員の質の向上、家庭・

地域など学校外とのより一層円滑で、緊密なネットワークによる連携を図ります。 

そのために、各学園・学校で、学園長、校長の総合的な学園・学校マネジメント

能力を高め、自律的な学園・学校経営をコミュニティ・スクール委員会と協働で進

める体制をより一層整備し、目標を明確に設定し、学園の教育計画に基づく各学校

の教育課程の編成を通して、「地域に開かれた」特色ある学園・学校づくりを推進

します。 

学校評価・学園評価を実施し、児童・生徒の声や地域・保護者の意向を十分に、

かつ効果的に反映させ、継続的に学園・学校運営の改善を図ります。さらに、学園・

学校は教育情報を積極的に情報発信するとともに、学校評価結果を公表し、説明責

任を果たすなど、自律的な学園・学校マネジメントを推進します。 

また、「三鷹市立学校における働き方改革プラン」に基づき、三鷹市の学校教育

のさらなる質の向上が図られるよう、地域・保護者等の理解を得ながら、教員が担

うべき業務に専念できる環境の確保、教職員の意識改革、部活動の適正化等に取り

組むことにより、学校現場における業務の効率化と勤務時間の適正化を図ります。 

（注）チームとしての学園・学校：学園長及び校長のリーダーシップのもと、カリキュラ

ム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントされ、学園・学校内の教

職員や多様な人財が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、小・中学校９年

間を通して子どもたちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学

園・学校 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育についての評価・検

証の充実 

・ ７学園における学校運営、小・中一貫教育、コミュニティ・スクールに

ついての実践及び検証 

② 学校評価・学園評価を活用した自律的な学園・学校経営の推進 

・ 学校のマネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を機能させ、学校の自己評価

及び学校関係者評価の結果の公表と、改善策の次年度計画への反映等、

継続的かつ持続的な学校改善の推進 

③ 組織的な学校運営の充実と自律的・主体的な学校経営支援の充実 

・ 校長、副校長の「学校マネジメント能力」の一層の向上 

・ 副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭を生かした学校経営の改善 

・ 主幹教諭、主任教諭の機能を生かした学校運営組織の工夫・改善 

・ 学校内の多様な人財を効果的に生かし、学校運営組織力を高めるマネジ

メントの工夫・改善（「チームとしての学園・学校」の推進） 

・ 教員の資質・能力の向上を図るためのＯＪＴによる校内研修の充実 

・ 教育ボランティアによる教育支援の一層の推進 

・ 学校リスクマネジメント研修の充実 

 ④ 学校における働き方改革の推進 

  「三鷹市立学校における働き方改革プラン」に基づき、国や都の施策と連動
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しながら、教員一人ひとりの心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもっ

て職務に従事できる環境の整備を検証しながら拡充し、三鷹市の学校教育の質

の維持向上を図る。 

・ 学校マネジメント強化モデル事業の継続 

（第五中、第六小、第七中の３校で実施） 

・ スクール・サポート・スタッフ配置事業（市立小・中学校全 22校で実施）

及び部活動指導員の配置拡充による学校経営支援 

・ 校務支援システム更新に伴う教員の在校時間の把握と意識改革 

・ 教員のタイムマネジメント力の向上と学校における業務改善、ライフ・

ワーク・バランスの意識醸成 

・ 夏季休業中の学校閉庁日の拡充 

・ 退庁目標時間の設定 

・ 退庁時間以降の留守番電話の運用継続 

・ 「三鷹市立中学校における運動部活動の方針」に基づいた部活動の適正

な実施と文化庁のガイドライン等を踏まえた文化部活動の方針の策定 

⑤ 校長の裁量権の拡大の検討と各校における自律的・主体的活動の推進 

・ 各学校が重点的に取り組むべき教育課題の明確化と、自律的・主体的活

動の一層の推進 

・ 理解や習熟の程度に応じた少人数指導やティーム・ティーチング、また、

小学校における中学年以上の教科担任制等、効果的な指導体制のあり方

や方策等を学校ごとに工夫して推進できる体制の検討 

・ 小１問題・中１ギャップの予防・解決のための教員等の加配 

 

２ 三鷹らしい教育の実現を目指す教員のキャリア支援と人財育成 

意欲ある三鷹にふさわしい教員の配置を進めるため、コミュニティ・スクール委

員会の機能（任命権者への任用等の意見）やコミュニティ・スクール教員公募制度

を有効に活用するとともに、「みたか教師力養成講座」（注１）の充実を図ります。 

また、平成 28 年１月に策定した「三鷹市立学校人財育成方針」に基づき、キャ

リアパス（注２）を示しながら、優れた指導力と教育者としての愛情あふれる教員の

育成を推進し、三鷹の子どもたちのために教育指導の充実を図ります。 

全教職員に対し、新学習指導要領の周知・徹底を図るとともに、学校管理職、教

員等の学校組織マネジメント能力の向上、教員の専門性向上を図る継続的な研修や

外部折衝力等充実した教育活動を推進する上でのマネジメント力の向上を図る「み

たか教師力錬成講座」（注１）の充実を図り、「三鷹市立学校人財育成方針」と連動し

た教員のキャリア支援を推進します。あわせて、教員としてのキャリア形成上求め

られる教育公務員としてのコンプライアンス（法令遵守）や服務規律の徹底を図り

ます。 

（注１）「みたか教師力養成講座」「みたか教師力錬成講座」は、三鷹ネットワーク大学と

連携した教員養成・育成事業のこと 

（注２） キャリアパス：職務の中で人財が最終的に目指すべきゴールまでの道筋のモデル、
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仕事における専門性を極める領域に達するための一連の職場や職種、あるいはそ

の目的のための職場を異動する経歴のこと 

 

【事業計画】                                     

① 「三鷹市立学校人財育成方針」を踏まえた三鷹市の教育が求める教員の育

成 

② 三鷹にふさわしい教員の育成と人財の配置 

・ 新任・転任管理職・教職員を対象とした三鷹市の教育施策についての研

修の充実 

・ 三鷹ネットワーク大学と連携した教員のインターンシップ制度として実

施する「みたか教師力養成講座」の充実 

・ コミュニティ・スクール委員会による教員の任用に関する意見の都教育

委員会への具申 

・ コミュニティ・スクール等担当教員公募制度を活用した教員人事の推進 

・ 三鷹市立学校での管理職配置を目指した学校マネジメント講座の開設 

③ 資質向上に向けた教員研修の充実 

・ 新学習指導要領の周知と内容の徹底に向けた主体的な教員研修の充実 

・ 三鷹市小・中一貫カリキュラムの理解・活用のための教員研修の充実 

・ 「主体的・対話的で深い学び」の視点を活用した指導方法の工夫・改善 

・ 小学校教員対象の英語研修の充実 

・ 三鷹ネットワーク大学と連携した、教員の外部折衝力・マネジメント能

力の向上を図る「みたか教師力錬成講座」の実施 

・ 人財育成にかかわる人事考課と連動した研修体系に基づく研修の充実 

・ 若手教員育成のための研修の充実及びそのための校内組織の確立 

・ 夏季休業日中における教科等の専門研修への参加等、専門性の向上を目

指す積極的な研修や自己啓発の奨励 

・ 各教員の「キャリア・プラン」に基づく研修や国及び都で行う研修への    

参加奨励 

・ 教育公務員としての服務規律の徹底を図り、体罰等の服務事故防止を徹

底する研修の充実 

・ 教育公務員に求められる高い倫理観や社会的な常識を身に付ける職層研

修の充実 

・ 教員のタイムマネジメント力の向上のための教員研修の充実 

④ 学校の組織的な教員研修・研究の推進 

・ 小・中一貫教育の趣旨を踏まえた校内研修・グループ研究の奨励 

・ 研究協力校（２年間）及び研究奨励校（１年間）の指定と助成 

・ 小・中一貫教育校の推進に向けた学園ごとの小・中学校合同研修の推進 

・ 三鷹市公立学校教育研究会の研究機能の活用と助成 
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３ 三鷹教育・子育て研究所の活用 

更なる教育活動の充実を図るため、研究奨励校や研究協力校、各学園の研究組織、

市立小・中学校教育研究会等と連携し、教員用ネットワークを活用して研究成果や

優れた実践の蓄積と共有化を進め、より一層各学校での活用を図るための仕組みづ

くりを検討します。 

さらに、新しい教育課題や三鷹市の現状を踏まえた課題の調査・研究を行うため、

三鷹教育・子育て研究所の活用を図ります。 

 

【事業計画】 

① 優れた教育実践の収集・蓄積と活用促進の仕組みづくりの検討 

② 教育・子育て研究所の新たな研究課題の検討 

 

 

 

 

 

 

１ 子どもの安全・安心の確保 【最重点施策】 

学校安全推進員（スクールエンジェルス）の活用や、防犯カメラ、非常通報装置

などの適切な運用により、学校における児童・生徒の安全を確保します。通学路の

安全の確保に向けて、三鷹警察署、市及び都の道路管理者、安全安心・市民協働パ

トロールなどとの連携を強化し、各学校の状況に応じた通学路の安全点検などを行

いながら、交通安全、防災、防犯など多面的な視点で取り組んでいきます。また、

学校と地域等が連携して行う通学路の見守り活動を補完するため、市内全小学校の

通学路への設置が完了した防犯カメラの設置後の検証等を進めながら、学校と地域

等が連携した地域の防犯力の向上を図るとともに、子どもたちの通学時等の不審者

対策としてＰＴＡ等が取り組んでいる「子ども避難所」を支援するなど地域におけ

る児童・生徒の見守りと安全の確保に努めます。さらに、児童・生徒への安全教育、

防災教育のより一層の充実を図り、危険を予測し回避する能力と、災害等非常時に

備え、自らの安全を確保する力を育てます。 

学校給食の充実と運営の効率化を図るため、学校給食調理業務の委託化を進めま

す。また、学校給食の安全の確保のため、食物アレルギー疾患対応マニュアルと学

校生活管理指導表を基本とした、児童・生徒の安全管理の徹底と安全で良質な食材

の使用を推進します。 

学校給食における市内産野菜の活用については、新鮮でおいしい給食の提供と食

育の推進、地産地消の促進を図るため、ＪＡ東京むさし及び市長部局と連携し、市

内産野菜の使用率向上に向けて、農業振興の観点から公費負担による「三鷹産野菜

の日」を実施するなど、さらなる拡充に取り組んでいきます。 

さらに、災害発生時における学校教育活動の早期再開を実現するため、災害発生

からその復旧に向けた危機管理体制を構築するとともに、災害発生時の緊急対応、

目標Ⅳ 安全で快適な、充実した教育環境を整えます 
 

 子どもたちが安全・安心な気持ちで快適に過ごせ、効果的な学習ができる教育環境

を整備します 
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学校教育活動（事業継続）のあり方や児童・生徒の心のケアを含めた早期復旧の体

制整備について検討を進めます。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 非常時に安全確保のために自ら主体的に判断できる能力の育成 

・ 「ＳＯＳの出し方に関する教育」や「安全教育プログラム」「３．１１

を忘れない」「地震と安全」などの指導資料・教材を活用した安全教育、

防災教育の充実による、危険回避と安全を確保する力の育成と推進 

・ 地域と関係諸機関との連携による防犯訓練や「セーフティ教室」、防災

訓練、避難訓練等の継続・計画的な実施 

・ 地域の防災訓練などで成果を活用できるようにするため、中学１年生を

対象とする普通救命講習の全中学校での実施と地域防災訓練等への参

加 

・ 危機管理マニュアルの実効的な改善及び危機管理マニュアルに基づいた

校内体制の確立 

② 児童・生徒の安全を見守る体制の充実 

・ 市内の市立全小学校に配置した「学校安全推進員（スクールエンジェル

ス）」による授業中及び登下校時における児童の安全確保の充実 

・ 防犯ブザーの貸与、「地域安全マップ及び地域安全マップシール」、非

常通報装置「学校１１０番」、「子ども避難所」、「安全安心メール」

等の活用、市長部局と連携した安全安心パトロールによる巡回の強化 

・ 通学路における交通安全、防災、防犯など学校と地域・関係諸機関が連

携した安全点検の実施と通学路の整備 

・ 防犯カメラを活用した学校安全管理の継続 

・ 「三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」に基づく通学路防犯

カメラの適切な運用と検証等 

・ 児童・生徒の通学上の安全や負担に配慮した通学区域制度の弾力的運用 

・ 電子メールを利用した三鷹市立小・中学校緊急時等情報配信システムの

活用 

③ 学校給食の充実と運営の効率化 

  ・ 給食調理業務の民間委託 

平成 31年４月からの民間委託の実施 

 対象１校：第四中（給食調理業務の民間委託校 計 18校） 

令和２年４月からの民間委託化に向けた準備 

 対象１校：第三小 

令和２年４月からの委託事業者見直しに向けた準備 

 対象２校：第一小、中原小 

④ 学校給食のより一層の安全確保 

・ 食物アレルギー疾患対応マニュアルと学校生活管理指導表を基本とした

安全管理の一層の徹底 
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・ 市内産野菜の使用率向上に向けた、ＪＡ東京むさしや関係機関と連携し

た公費負担による「三鷹産野菜の日」の実施を含む、市場に流通してい

る市内産野菜のさらなる活用の推進 

・ 安全で良質な食材の使用の推進 

 

２ 安全で快適な学校施設づくりの推進 【最重点施策】 

学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす学習の場であるとともに、災害時

に地域の防災拠点としての役割を担う施設であることから、学校施設長寿命化改修

工事を行うとともに、今後の改修を計画的かつ効果的に進めていくため、平成 30

年度に実施した施設の健全性・劣化状況等の老朽化対策調査結果を基に、学校施設

長寿命化計画（仮称）を策定します。 

また、学習環境の改善を図るため、学校トイレの洋式化、床のドライ化、バリア

フリー化に取り組むとともに、老朽化した空調設備や給食室の機械設備等の更新を

進めます。 

さらに、夏季の熱中症対策を含めた環境整備、避難所としての機能強化を図るた

め、学校体育館への空調設備の整備に取り組みます。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 学校施設長寿命化改修工事の計画的な実施 

改修工事（対象２校）：第二小(Ⅱ期)、第一中(Ⅱ期) 

学校施設長寿命化計画（仮称）の策定 

② 学校トイレ改修工事の実施 

改修工事（対象５校）：中原小(校舎Ⅰ期)、井口小(校舎・体育館)、 

第七中(校舎) 

第四小・第六小(体育館) 

 ③ 学校空調設備改修工事の実施 

改修工事（対象１校）：第三中(校舎Ⅰ期) 

実施設計（対象１校）：高山小(校舎) 

④ 学校体育館への空調設備の整備 

   リース方式による整備（対象１校）：第三小 

   整備工事によるモデル設置に向けた検討 

⑤ 学校給食室改修工事の実施 

改修工事（対象１校）：南浦小(Ⅰ期) 

⑥ 給食室設備等の更新 

・ 給食機械設備等の計画的な改善 

⑦ 教材用備品の充実・整備と適正な管理 

 ・ 森林環境譲与税を活用し、収納スペースを拡大した木製ロッカー導入の

推進（第二小） 
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３ 環境に配慮した学校施設の整備と環境教育への活用 

学校が環境に配慮した施設となるよう、学校施設の長寿命化改修工事等にあたっ

ては、省エネルギー・省資源化を図るとともに、学校校庭等の芝生化や児童・生徒

の環境教育の充実など、学校のエコスクール化を推進します。 

また、学校版環境マネジメントシステムについて、学校における環境教育や省エ

ネルギー活動の推進など、環境負荷の低減に向けた取り組みをより効果的かつ効率

的に推進するため、児童・生徒の環境意識の向上と主体的な環境行動の促進を図り

ます。 

 

【事業計画】 

① 学校校庭等の芝生の適正な維持管理 

・ 維持管理 11校：第一小、第三小、中原小、北野小、大沢台小、東台小、

羽沢小、第二中、第四中、第五中、第六中 

② 学校版環境マネジメントシステムの推進 

・ 全市立小・中学校において学校版環境マネジメントシステムに基づく環    

境負荷低減の取り組みを推進 

・ 環境保全活動の推進と環境負荷の低減に向けて、太陽光発電設備等の活

用等も含め、児童・生徒が主体的に取り組むことができるような学習・

環境教育を推進 

③ 学校施設の電気需給契約の見直しによる経費の節減 

 

４ ＩＣＴを活用した魅力ある教育環境の整備と利活用 

授業等で児童・生徒が主体的にＩＣＴ機器等を活用して学ぶ学習活動や、指導の

工夫をするなど教育活動・内容の充実を図るため、ＩＣＴを活用した授業モデルを

研究し、その成果を検証した上で、活用事例の共有を通して市内すべての小・中学

校での実践につなげます。 

平成 30 年度の教育ネットワークシステム更新により導入したタブレット端末や

授業支援アプリケーションの利用促進を図るとともに、今後のＩＣＴ環境を見据え、

ＩＣＴ活用推進モデル校の拡充等により、「主体的・対話的で深い学び」を実現す

るＩＣＴの効果的な活用に向けた教員研修や授業研究を推進し、教育内容の充実を

図ります。 

校務支援システムについては、出退勤情報やタッチパネル端末を利用した教職員

の在校時間の把握、情報共有機能の充実、操作性の向上等により、教職員の校務事

務の効率化を図ります。 

また、現行の学校図書館システムについて、稼働から５年を経過することから、

機能強化を含めた更新の取り組みを進めます。 

さらに、学校・家庭・地域の情報共有の推進を図るため、学園及び学校のホーム

ページについて、その内容の充実及び迅速な情報提供に努めます。 
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【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 教育の情報化に対応するためのＩＣＴ教育の充実 

・ ＩＣＴを活用した学校と家庭・地域の情報の共有と情報交流を活用した

教育活動の推進 

・ 視聴覚教材の教育活動における有効活用 

・ 情報機器の急速な普及やネットワーク化に伴う諸課題に対応するための

情報教育の改善・充実とネット依存等の実態把握を踏まえた家庭との連

携に向けた取り組み 

・ 指導用デジタル教科書をはじめとしたデジタル教材の活用と導入教科の

拡大の検討 

・ タブレット端末の活用 

・ 大型提示装置・短焦点プロジェクタの活用 

・ 教育ネットワークシステムの運用 

 ② 教育用コンピュータ機器の利活用と運用管理の実施 

・ 小中学校ＩＣＴ環境の整備の実施 

   校務支援システムの活用 

・ 教員用パソコンの利活用による情報の共有化と校務事務の効率化の推進 

・ コンピュータの教育活動への活用と校務への活用を推進するための教職

員研修の実施 

・ 教務主任会やＩＣＴ教育推進委員会における授業用ＩＣＴ機器とデジタ

ル教材等のさらなる活用に向けた検討 

・ 「主体的・対話的で深い学び」を実現するためのＩＣＴ活用の視点を設

定した教員研修の充実 

・ ＩＣＴ活用推進モデル校（第一小、井口小）による、小・中一貫カリキ

ュラム（ＩＣＴ）に基づく効果的なＩＣＴ活用の研究と成果の共有 

・ 機器等の障害、運用上の問い合わせに対応するためのヘルプデスク業務

の実施 

・ 学校における情報セキュリティの確保のため、学校情報セキュリティ基

本方針の運用と教職員研修の充実 

 ③ 学校図書館の「読書センター」機能と「学習・情報センター」機能の整備・

充実 

・ 図書資料等の充実 

・ 学校図書館活用連絡協議会等における学校図書館の活用に向けた、学校

図書館司書と司書教諭との連携等の強化 

・ 学校図書館のインターネット等を活用した調べ学習等の充実 

・ 学校図書館システムを活用した市立図書館や学校間の連携､ 土曜休業日

等における地域開放の充実 

・ 学校図書館システムの更新 

 ④ 学園及び学校ホームページの充実 

・ 学園及び学校ホームページによる情報提供の充実 
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・ ＣＭＳの利活用上の問い合わせへの支援体制の充実 

 

５ 児童・生徒数の増減に対応した適正な学習環境の確保 【最重点施策】 

市内の児童・生徒数及び学級数について、学級編制基準の見直しに関する国や東

京都の動向等を注視するとともに、市長部局を含む関係各課によるプロジェクト・

チームにおいて、全市域を対象として、市内の人口動態や大規模な住宅開発の動向

など、さまざまな要素を勘案した将来推計の更新を行い、中・長期的な課題を抽出

しながら、適正な学習環境の確保に向けた取り組みを進めます。 

下連雀五丁目第二地区開発事業への対応方針に基づく通学区域の変更に伴い、そ

の内容等について保護者、地域への丁寧な周知に努めるとともに、新たな通学路の

指定と安全対策の検討を進めながら整備を進めます。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 適正な学習環境の確保に向けた継続的な検証の実施 

・ 全市的な児童・生徒数及び学級数の将来推計の更新 

② 下連雀五丁目第二地区開発事業への対応方針に基づく通学区域の変更 

・ 保護者・地域への変更内容、手続等の丁寧な周知及び適切な対応 

・ 新たな通学路の指定と市長部局、関係機関との連携による通学路の安全

確保 

 

６ 教育センターの円滑な再移転及び教育センター暫定施設解体工事の実施 

教育センター耐震補強等工事の終了後、空調機器保全整備等を実施し、円滑に再

移転を行うとともに、平成 30 年度の設計に基づき、教育センター暫定施設の解体

工事を進めます。 

 

【事業計画】                                     

① 教育センターの空調機器保全整備等と円滑な再移転の実施 

② 教育センター暫定施設解体工事の実施 

 

７ 校外学習施設「三鷹市川上郷自然の村」の効率的な運営の推進 

指定管理者との緊密な連携のもとで、引き続き、集客につながる魅力ある自主事

業の実施、スポーツ等の団体利用や他自治体移動教室の利用拡大、施設ホームペー

ジの充実など積極的な広報活動の実施、利用者満足度向上に向けたサービスの充実

などにより、利用者の更なる拡大を目指し、効率的運営を推進します。また、計画

的な施設改修を実施するとともに、施設運営の一層の効率化に向けた改善に取り組

みます。 

 

【事業計画】 

① 指定管理者との緊密な連携による利用率向上に向けた取り組みと効率的な

運営の推進 
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・ スポーツ団体や大学等のサークル合宿、民間企業の社員研修等での活用

を促進するための広報活動の実施 

・ スキープランや星空観測ツアーなど、魅力ある自主事業の実施 

・ 市イベント等でのＰＲ活動の実施 

・ 施設ホームページの充実など積極的な情報発信 

・ 利用者アンケートの詳細な分析によるニーズの把握とサービス向上策の

実施による利用者満足度の向上 

・ 更なる経費削減など経営改善の実施運営状況の検証 

・ 計画的な施設改修の実施 

 

 

 

 

 

 

１ 地域社会の拠点としての学校づくりの推進 【最重点施策】 

家庭、保護者、地域住民が当事者意識をもって学校を支えるコミュニティ・スク

ールの充実・発展を一層推進するとともに、地域における生涯学習や文化・スポー

ツなどの活動を促進するため、学校のもつ教育機能の提供や施設の開放を行うなど、

学校をプラットフォームとして様々な地域の人財がそこで活動し、学び、その経験

をもとに地域に戻って活躍するといった、人と人との交流や循環などを通して、地

域コミュニティが醸成される「スクール・コミュニティ」の創造に向けて取り組み

を進めます。 

また、こうした視点から、災害時の避難場所としての機能確保に向けて、バリア

フリー化や、非常時の電源確保など施設設備の一層の充実を図るとともに、危機管

理体制を構築し、防災拠点としての機能強化を図ります。 

 

【事業計画】                    

① 危機管理マニュアルの改善と安全教育・防災教育の充実 

② 市や地域の防災訓練への参加や保護者への引き渡し訓練などを通じた家

庭・地域と連携した防災・減災の取り組みの推進 

 

２ 学校を拠点とした子どもの安全・安心な居場所づくりの推進 

放課後や土・日曜日に、子どもたちが安全に安心して文化・スポーツ活動や自由

な遊びができるよう、市長部局との緊密な連携・協働により、学校を拠点とした子

どもの居場所づくりを推進します。事業の推進にあたっては、保護者、地域団体、

学童保育所、学校等の連携を図るとともに、中学生の居場所づくりの拡充や地域子

どもクラブ等と連携した放課後の学習支援機能の充実にも取り組んでいきます。 

 

 

目標Ⅴ 地域をつなぐ拠点となる学校をつくります 
 

 子どもたちのために、既存の地域社会の全ての力を結集し、それぞれの強みを生か

した協働を進め、地域をつなぐ、学校を核としたコミュニティを創造します 
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【事業計画】 

① 学校と地域子どもクラブ、学童保育所等との連携の推進 

② 学校と多世代交流センター、むらさき子どもひろば、図書館等との連携の

推進 

③ 様々な地域活動、父親の会などの活動の促進への支援 

 

３ 家庭や地域の教育力の向上 

コミュニティ・スクールとして、学校と家庭・地域が一体となって子どもを育む

ため、それぞれの役割と目指す教育理念の共有化を図ります。保護者や地域住民の

コミュニティ・スクールへのより一層の参画を進めるとともに、学校施設を活用し

た学習や交流を促進し、学校・家庭・地域の教育力の向上を図ります。 

保護者が教員と共に児童・生徒の成長を見守り育む任意団体としてのＰＴＡの主

体的な運営及び生涯学習活動を支援し、学校・家庭・地域の円滑な連携を図ります。 

三鷹市立小・中学校 22 校において、ＰＴＡが主体的に企画、運営に関わり、学

校・家庭・地域がともに考え合う機会として開催している家庭教育学級の充実を図

ります。 

家庭における教育力の向上を図るため、子どもたちの生活習慣、学習習慣に着目

した「三鷹『学び』のスタンダード」（家庭版）や携帯電話・スマートフォン等の

適切な使い方を掲載したリーフレット「ネット社会を生きる力を育むために」の普

及・啓発を図り、家庭における実践を奨励します。 

 

【事業計画】 

① ＰＴＡ活動への支援 

② 家庭教育学級の充実に向けた支援 

③ コミュニティ・スクールとして発信する学校・家庭・地域の目指す教育理

念やそれぞれの役割の検討と啓発活動の推進 

④ 「三鷹『学び』のスタンダード」（家庭版）を踏まえて策定した学園のスタ

ンダードの家庭への周知と実践の促進 

⑤ 小・中一貫カリキュラム（ＩＣＴ教育）に基づいて作成したリーフレット

「ネット社会を生きる力を育むために」や、東京都策定の「ＳＮＳ東京ル

ール」を活用した保護者への啓発と、情報モラルの向上やネット依存防止

に向けた家庭における実践の支援 

 

４ ＮＰＯ・企業・大学・研究機関などとの連携 

三鷹の目指す教育を実現するため、三鷹ネットワーク大学をはじめ、ＮＰＯ、企

業、大学、研究機関等と積極的に連携し、専門機関の知見を活用した教材・教育方

法や研修プログラム、モニタリングシステムの開発等を行います。 

 

【事業計画】 

① ＮＰＯ、大学等研究グループなどとの連携による教材・教育方法の研究開
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発 

② 三鷹ネットワーク大学による教員等研修の実施と充実 

 

 

 

 

 

 

１ 市長部局との連携による社会教育を含む生涯学習・スポーツ・文化行政の推進 

生涯学習・文化のまちの実現に向けて、三鷹市の地域の特性を生かしたより効果

的な施策の推進を図るため、教育委員会と市長部局が密接に連携し、社会教育を含

む生涯学習・スポーツ・文化に関する連携を推進します。 

「三鷹市生涯学習プラン 2022（第１次改定）」で掲げた、市民一人ひとりが、そ

の個性や能力を伸ばし、ライフスタイルにあった方法により、「いつでも、どこで

も、だれでも、そしていつまでも」学ぶことができる生涯学習社会の構築に向けて、

三鷹市の市長部局をはじめＮＰＯ、大学、民間団体、企業等とも連携するネットワ

ーク型生涯学習振興行政を総合的に推進し、生涯学習を支援する環境の整備、施策

の充実を図ります。 

さらに、市民自らが、そのライフスタイルやライフステージ（人生の段階）に応

じて学び、豊かな心を育み、また学んだことを地域に返し、活動に活かしていくと

いう「学びと活動の循環」の構築を推進します。「学びと活動の循環」は、地域に

おける人と人とのつながりを創出し「コミュニティの創生」にもつながるものであ

り、学びの成果や絆が地域に受け継がれていく心豊かな社会の実現を目指します。 

 

【事業計画】 

① 総合教育会議における社会教育を含む生涯学習、スポーツ、文化行政の総

合調整 

② 「三鷹市生涯学習プラン 2022（第１次改定）」の推進及び改定 

③ 生涯学習審議会・社会教育委員会議の一体的運営 

④ 文化財の保護・活用事業の効率的・効果的な推進 

⑤ 学校施設（教室・校庭・体育館・学校図書館等）の地域開放、地域拠点化

の推進 

⑥ 学校支援者、教育ボランティア、図書館サポーター等の地域の人財養成 

⑦ 成人を祝福するつどい、市民文化祭、スポーツフェスティバル、市民駅伝

大会等の共催、東京 2020オリンピック・パラリンピック、ラグビーワール

ドカップ 2019気運醸成事業等との連携 

 

 

 

 

目標Ⅵ 市長部局との連携により、生涯学習の総合的な推進を図ります 
 

 生涯学習社会の構築に向けて、市長部局との連携により、生涯学習を支援する環境

の整備と施策の充実を図り、市民の「学びと活動の循環」を推進します 
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１ 「三鷹市立図書館の基本的運営方針」の推進 

「三鷹市立図書館の基本的運営方針」に掲げる、めざす図書館像「人と本と情報

がつながり、市民に役立つ身近な図書館」の実現に向け、各事業を推進するととも

に、点検及び評価を行い、その評価結果を公表することにより図書館サービスの向

上を図ります。 

 

【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 「三鷹市立図書館の基本的運営方針」の推進 

・ 三鷹市立図書館の基本的運営方針で掲げる４つの柱に係る事業の推進 

・ 点検及び評価の実施並びに評価結果の公表 

 

２ 読書活動の推進 

(1) 市民との協働による読書活動の推進 

市民や市民グループとの連携・協働により、イベント等の企画実施や児童、障

がい者、高齢者へのサービスなど本と読書にかかわる様々な取り組みを進めます。

図書館サポーターやボランティアなど人財を養成し、活動の機会を提供して、読

書環境とサービスの充実を図るとともに、多くの市民が読書を楽しみ交流するた

めの仕組みづくりを進めます。こうした取り組みを通じて、市民がさまざまな生

涯学習活動を行い、相互に交流し、新しい文化を創造する活動を支援します。 

(2) 子どもの読書活動の推進 

「みたか子ども読書プラン 2022（第１次改定）」に基づき、子どもたち（０歳

から 18 歳まで）が読書に親しむ環境の整備と自主的な読書活動の支援に取り組

みます。そのため、図書資料とサービスの充実を図り、子育て支援施設や関係部

署との連携の強化、地域の人財の育成と活躍の場の提供を推進します。 

特に、乳幼児対象に絵本を通して親子のふれあいを深めるブックスタート事業

や学校図書館と連携した児童サービスの充実に引き続き努めるとともに、利用率

の低い「ヤングアダルト（中学生・高校生）世代」を対象とした取り組みを強化

します。また、家庭・地域・学校が連携して子どもの自主的な読書活動の推進に

取り組めるよう、情報サービスや読書相談機能の充実を図ります。 

 

【事業計画】                   

① 図書館サポーター等との協働による読書活動の推進 

・ 図書館サポーター等との協働による図書館フェスタなどのイベント開催

や、おはなし会、本の修理などのアウトリーチ活動等の充実 

② 南部図書館における公益財団法人アジア・アフリカ文化財団との協働によ

目標Ⅶ 地域の情報拠点としての図書館活動を推進します 
 

 多様な利用者の生涯学習活動を支える地域の情報拠点として、図書館機能の充実と

改善を図ります 
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る特色ある運営の推進 

③ 児童・ヤングアダルト向け図書資料とサービスの充実 

④ 乳幼児向けサービス（ブックスタート事業、おはなし会等）の充実 

・ 推薦図書リストの充実と母親学級等における妊婦へ向けた周知活動 

⑤ 中学生・高校生の参加・交流の場づくりの推進 

・ 「みたかとしょかん図書部！」によるテーマ図書コーナーの企画・運営、

おはなし会、ビブリオバトル(注)等のイベント開催 

⑥障がい者（児）等へのサービスの充実及び利用促進 

・ 図書館利用困難者及び読書支援が必要な人に向けたリーフレットの配布、

障がい者サービスの紹介展示等による障がい者サービスの利用促進 

・ 図書館利用困難者への配達サービスの拡充と利用促進 

⑦ 児童レファレンスサービス、読書相談機能の充実 

・ 本を使った調べ方の講習会開催や子ども向けガイドの作成 

⑧ 児童文学作家神沢利子さんの寄贈図書及び資料等の活用 

・ 市内在住の児童文学作家神沢利子さんから寄贈された図書及び資料の目

録作成と、「くまの子ウーフコーナー」での神沢作品の紹介、星と森と絵

本の家との連携事業の実施、寄贈資料の継続的な一般公開など顕彰事業

の推進 

（注）「ビブリオバトル」とは、おすすめの本を紹介し、投票によって一番読みたい

本を決める書評ゲーム。「知的書評合戦」とも呼ばれている。 

 

３ 図書館のサービス向上のための取り組み 

(1) 図書館資料の充実 

成人、ヤングアダルト、児童、高齢者、障がい者など多様な利用者に対応する

資料及び情報を収集し、市民の情報インフラとしての蔵書を構築するとともに、

迅速・確実な提供のための環境整備に努め、図書館サービスの充実を図ります。

また、障がい者や高齢者に向けたデイジー図書や大型活字本の充実など情報バリ

アフリー化を図るとともに、電子資料提供サービスへの準備などデジタルコンテ

ンツへの対応を検討します。 

(2) レファレンスサービスの向上と地域資料の充実 

市民の主体的な生涯学習と課題解決を支援する地域の情報拠点として、レファ

レンスサービスの質の向上と市民の利用の促進に取り組みます。また、行政資料

及び郷土資料の充実を図るとともに、デジタル化した資料の公開の検討を進めま

す。 

(3) ＩＣＴを活用した快適なサービスの提供 

図書館システムを活用し、利用者が求める情報・資料により早くたどり着くこ

とができる安全・快適なサービスの安定的な提供と、読書や図書館利用の楽しみ

が増すような魅力あるサービスを実現し、市民満足度のさらなる向上をめざしま

す。 
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【事業計画】                                    【点検・評価対象事業】 

① 図書館資料の充実 

・ 国立国会図書館デジタル化資料の閲覧・複写サービスの実施 

② レファレンスサービスの一層の充実と定期的な職員研修の実施 

③ 行政資料・地域資料の充実とデジタル化資料の公開に向けた検討 

④ ホームページ及びメールマガジンを活用した情報発信の充実 

⑤ 更なる利便性向上及びセキュリティ強化を実現する図書館システム更新に

向けた取り組み 

 

４ 図書館サービス網の再編に向けた取り組み 

井の頭コミュニティ・センター図書室との連携では、運営状況を検証し、連携を

強化します。また、移動図書館車の巡回ステーションは、利用実績、市民ニーズの

把握などにより、継続的に配置を検証し、更なる有効活用に向け取り組みます。 

 

【事業計画】 

① 井の頭コミュニティ・センター図書室との連携強化 

・ 運営状況の検証と連携の強化 

② 移動図書館ひまわり号の有効活用 

・ 継続的な巡回ステーションの配置の検証 

 

５ 図書館の適切な維持・補修及び滞在・交流型施設へのリニューアル 

老朽化した図書館施設・設備の長寿命化のため、計画的に施設・設備の改修を実

施するとともに、滞在・交流型施設へのリニューアルに向け取り組みます。 

西部図書館について、老朽化した施設・設備の改修・更新と合わせ、滞在し、交

流できる図書館としてのあり方を検討し、実施設計を行います。地域の図書館とし

て地域住民のニーズを捉えた魅力ある図書館活動をめざし、サポーター懇談会を開

催します。 

三鷹図書館（本館）について、老朽化したエレベータの改修工事を行います。 

 

【事業計画】 

① 西部図書館の改修と滞在・交流型施設へのリニューアルに向けた検討 

・ 老朽化した空調設備等の改修工事の実施設計業務 

・ 滞在し、交流できる図書館へのリニューアルに向けた検討 

② 西部図書館サポーター懇談会の開催 

  地域住民のニーズを捉えた魅力ある図書館活動をめざして懇談会を開催 

③ 三鷹図書館（本館）のエレベータ改修工事の実施 

 


